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別紙　その１（工場又は事業者用）

１　温室効果ガスの排出状況

（１）エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量

エネルギーの種類 エネルギーの使用量 販売したエネルギーの量
Ｅ=Ｂ-Ｄ

二酸化炭素排出
量

（t-CO2）

石油アスファルト

石油コークス

石油ガス
液化石油ガス（ＬＰＧ）

石油系炭化水素ガス

可燃性天然ガス
液化天然ガス（ＬＮＧ）

その他可燃性天然ガス
化
石
燃
料

原油（コンデンセートを除く）

原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）

揮発油（ガソリン）

ナフサ

ジェット燃料

灯油

軽油

Ａ重油

Ｂ・Ｃ重油

コークス炉ガス

高炉ガス

発電用高炉ガス

転炉ガス

その他の燃料

都市ガス

(          )

(          )

石炭

原料炭

一般炭

輸入無煙炭

石炭コークス

コールタール

熱

産業用蒸気

産業用以外の蒸気

温水

冷水

廃タイヤ

廃プラスチック(一般廃棄物)

廃プラスチック(産業廃棄物)

廃油

廃棄物ガス

混合廃材

非
化
石
燃
料

黒液

木材

木質廃材

バイオエタノール

バイオディーゼル

バイオガス

その他バイオマス

RDF

RPF

地熱

温泉熱

太陽熱

雪氷熱

小　　計　②

水素

アンモニア

その他燃料（　　　　　　　　　　　　）

小　　計　①

小　　計　③

合   計　④＝①＋②＋③

（２）原油換算エネルギー使用量＝（１）のエネルギー合計使用量×0.0258）

原油換算エネルギー使用量 7,382 kL

電
気

電気事業者①

電気事業者② ※複数契約している場合使用

自己託送（非燃料由来を除く）

自家発電

太陽光

水力

風力

その他

メタンの排出量

一酸化二窒素の排出量

ハイドロフルオロカーボンの排出量

（３）温室効果ガスの総排出量

区　　分 温室効果ガスの排出量

二酸化炭素の排出量
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 4,084

上記以外の二酸化炭素

合　　計 4,084

備考１　原油換算量は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）第４条の方法
          により換算してください。
　　　２　二酸化炭素排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）の第3条の規定により算
          定してください。
　　　３　エネルギーの使用量の欄には、県内に設置している工場又は事業所並びに店舗におけるエネルギー使用量の合計を
　　　　記載してください。

パーフルオロカーボンの排出量

六ふっ化硫黄の排出量

三ふっ化窒素の排出量






